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総
務
委
員
会

開
会
日　
７
月
９
日（
火
）・
１２
日

（
金
）

案　
件　
議
案
１４
件
・
報
告
１０
件

等

●
豊
島
区
手
数
料
条
例（
一
部
改
正
）

問　

宅
地
造
成
等
規
制
法
が
改
正
さ

れ
た
背
景
は
。

答　

令
和
３
年
の
熱
海
市
に
お
け
る

大
雨
に
よ
る
盛
土
の
崩
落
、
土
砂
流

の
発
生
が
法
改
正
に
至
っ
た
大
き
な

要
因
。

●
豊
島
区
附
属
機
関
の
構
成
員
の
報

酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

（
一
部
改
正
）

問　

今
後
も
、
子
ど
も
の
権
利
擁
護

委
員
の
活
動
量
が
増
え
て
い
く
場
合
、

報
酬
額
を
改
定
し
て
い
く
の
か
、
委

員
の
数
を
増
や
し
て
１
人
当
た
り
の

負
担
を
軽
減
し
て
い
く
の
か
、
ど
う

い
う
方
向
性
を
持
っ
て
い
る
か
。

答　

区
と
し
て
は
相
談
対
応
の
状
況

や
、
子
ど
も
の
権
利
に
関
す
る
普
及

啓
発
に
取
り
組
む
中
で
、
し
っ
か
り

検
討
し
て
い
き
た
い
。

●
豊
島
区
危
険
ド
ラ
ッ
グ
そ
の
他
の

危
険
薬
物
撲
滅
条
例
（
一
部
改
正
）

問　

今
後
、
主
に
若
い
方
々
を
危
険

薬
物
か
ら
守
っ
て
い
く
視
点
で
、
こ

の
法
改
正
を
契
機
に
、
区
と
し
て
ど

う
い
う
対
応
を
し
て
い
く
の
か
。

答　

大
麻
は
、
所
持
だ
け
で
な
く
使

用
も
処
罰
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

大
麻
は
厳
し
く
取
り
締
ま
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
印
象
づ

け
る
広
報
啓
発
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

●
令
和
６
年
度
豊
島
区
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
４
号
）

問　

小
児
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ

ン
接
種
助
成
の
運
用
方
法
は
。

答　

区
か
ら
対
象
者
に
配
送
さ
れ
た

接
種
予
診
票
を
、
接
種
さ
れ
る
方
が

医
療
機
関
に
提
出
し
、
差
額
を
窓
口

で
支
払
う
。

問　

健
康
危
機
管
理
等
事
業
経
費
の

医
療
従
事
者
に
対
す
る
シ
ス
テ
ム
と

は
、
具
体
的
に
ど
う
い
っ
た
範
囲
で
、

ど
こ
に
導
入
す
る
の
か
。

答　

医
療
従
事
者
は
、
医
師
会
、
歯

科
医
師
会
、
薬
剤
師
会
、
看
護
師
会
、

柔
道
整
復
師
会
か
ら
医
療
救
護
所
な

ど
に
来
て
い
た
だ
く
方
々
で
あ
る
。

区
が
導
入
し
、
医
療
従
事
者
の
安
否

の
確
認
と
参
集
状
況
の
把
握
を
す
る

も
の
で
あ
る
。

問　

エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ア
シ
ス

タ
ン
ト
と
は
、
ど
う
い
う
背
景
を
持

っ
た
方
々
が
担
う
の
か
。

答　

担
任
を
補
助
す
る
副
担
任
の
よ

う
な
役
割
に
な
る
。
特
に
教
員
免
許

等
は
求
め
ず
、
子
ど
も
た
ち
に
寄
り

添
い
、
親
切
、
丁
寧
な
対
応
が
で
き

る
方
、
児
童
生
徒
、
保
護
者
、
教
員

等
と
円
滑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
取
れ
る
方
等
を
募
集
す
る
。

区
民
厚
生
委
員
会

開
会
日　
７
月
９
日（
火
）

案　
件　
議
案
３
件
・
陳
情
２
件

・
報
告
５
件
等

●
豊
島
区
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

の
運
営
及
び
職
員
に
係
る
基
準
に
関

す
る
条
例
（
一
部
改
正
）

問　

改
正
に
よ
る
本
区
へ
の
効
果
は
。

答　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お

け
る
常
勤
換
算
方
法
の
追
加
に
つ
い

て
は
、
今
後
の
採
用
状
況
や
職
員
の

増
嵩
に
よ
っ
て
、
非
常
勤
職
員
を
配

置
す
る
等
、
柔
軟
に
対
応
で
き
る
可

能
性
が
あ
る
。

問　

常
勤
換
算
方
法
は
ど
の
場
合
に

適
用
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
か
。

答　

常
勤
職
員
が
育
児
休
暇
や
病
気

休
暇
等
を
取
得
し
た
際
に
代
替
職
員

と
し
て
正
規
職
員
の
配
置
が
難
し
い

場
合
等
が
考
え
ら
れ
る
。

問　

勤
務
時
間
帯
ご
と
の
職
員
の
ば

ら
つ
き
が
発
生
す
る
可
能
性
に
つ
い

て
の
考
え
は
。

答　

保
健
師
、
社
会
福
祉
士
、
主
任

介
護
支
援
専
門
員
の
３
職
種
の
常
勤

職
員
が
揃
っ
て
い
る
こ
と
が
基
本
で

あ
り
、
運
営
に
支
障
が
な
い
よ
う
、

運
営
協
議
会
で
も
協
議
し
て
い
く
。

●
令
和
６
年
度
豊
島
区
国
民
健
康
保

険
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

問　

マ
イ
ナ
保
険
証
に
移
行
す
る
た

め
に
シ
ス
テ
ム
改
修
が
必
要
と
の
こ

と
だ
が
内
容
は
。

答　

医
療
機
関
で
負
担
割
合
が
正
し

く
表
示
さ
れ
る
か
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る

機
能
、
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
を
解

除
す
る
機
能
、
１０
月
に
加
入
者
情
報

を
通
知
す
る
た
め
の
機
能
、
１２
月
２

日
以
降
に
マ
イ
ナ
保
険
証
を
持
っ
て

い
る
人
に
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
を

発
行
す
る
た
め
の
機
能
、
マ
イ
ナ
保

険
証
を
持
っ
て
い
な
い
人
に
資
格
確

認
書
を
発
行
す
る
た
め
の
機
能
、
の

５
つ
の
機
能
が
追
加
さ
れ
る
。

問　

マ
イ
ナ
保
険
証
導
入
に
係
る
コ

ー
ル
セ
ン
タ
ー
の
設
置
期
間
は
。

答　

１０
月
末
頃
か
ら
１
月
ま
で
、
３

か
月
程
度
の
設
置
を
予
定
。

●
障
害
児
の
日
常
生
活
用
具
給
付
事

業
の
所
得
制
限
撤
廃
等
に
つ
い
て

問　

今
回
の
所
得
制
限
撤
廃
の
き
っ

か
け
は
。

答　

国
に
お
い
て
子
ど
も
の
補
装
具

の
所
得
制
限
が
撤
廃
に
な
っ
た
こ
と

や
、
他
自
治
体
の
状
況
等
も
鑑
み
て
、

区
の
所
得
制
限
撤
廃
に
至
っ
た
。

問　

具
体
的
に
ど
う
い
っ
た
も
の
が

対
象
に
な
る
か
。

答　

点
字
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
や
音

声
式
の
血
圧
計
、
吸
入
器
、
特
殊
寝

台
な
ど
、
障
害
児
の
日
常
生
活
を
よ

り
便
利
に
す
る
よ
う
な
も
の
が
対
象

と
な
る
。

都
市
整
備
委
員
会

開
会
日　
７
月
１０
日（
水
）

案　
件　
議
案
１
件
・
陳
情
１
件

・
報
告
３
件
等

●
特
別
区
道
路
線
の
廃
止
に
つ
い
て

問　

東
池
袋
一
丁
目
地
区
第
一
種
市

街
地
再
開
発
の
施
行
に
伴
う
も
の
だ

が
、
減
少
す
る
区
道
の
対
価
と
し
て

受
領
す
る
補
償
金
の
額
は
。

答　

財
産
価
格
審
議
会
に
お
い
て
１４

億
１
千
万
円
と
示
さ
れ
て
い
る
。

問　

区
道
が
廃
止
さ
れ
た
あ
と
の
市

街
地
再
開
発
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
。

答　
７
月
５
日
に
都
か
ら
権
利
変
換

計
画
の
認
可
が
下
り
て
お
り
、
今
後
、

解
体
工
事
な
ど
に
着
手
す
る
。
事
業

計
画
に
よ
る
建
築
工
事
期
間
と
し
て

は
、
７
年
２
月
着
工
、
１０
年
６
月
竣

工
と
な
っ
て
い
る
。

問　

受
領
す
る
補
償
金
は
基
金
に
積

み
立
て
ら
れ
る
が
、
基
金
の
目
的
は
。

ま
た
、
積
み
立
て
た
後
ど
の
よ
う
に

流
用
す
る
の
か
。

答　

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
異
な
る
複
数

の
開
発
事
業
タ
イ
ム
ラ
グ
を
埋
め
る

た
め
、
ク
ル
ド
サ
ッ
ク
や
池
袋
東
西

連
絡
通
路
な
ど
の
整
備
に
合
わ
せ
て

拠
出
し
て
い
く
。

●
法
の
趣
旨
に
か
な
っ
た
再
開
発
事

業
の
制
度
運
用
に
向
け
国
に
対
す
る

意
見
書
提
出
の
陳
情

問　

区
で
は
、
民
間
施
行
者
か
ら
の

事
業
申
請
を
認
可
庁
に
取
り
次
ぐ
際
、

事
業
計
画
に
つ
い
て
確
認
を
し
て
い

る
か
。

答　

都
市
計
画
と
の
整
合
性
の
観
点

や
補
助
金
を
出
し
て
い
る
立
場
か
ら
、

一
定
の
確
認
を
し
て
い
る
。

問　

事
業
収
支
が
成
り
立
た
な
い
場

合
、
再
開
発
事
業
か
ら
撤
退
す
る
こ

と
は
ど
の
段
階
ま
で
可
能
か
。

答　

都
市
計
画
決
定
や
組
合
設
立
認

可
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
考
え
ら
れ
る
。

権
利
変
換
計
画
の
認
可
を
経
る
と
、

解
体
な
ど
に
着
手
し
て
い
く
段
階
と

な
り
、
撤
退
は
困
難
で
あ
る
と
考
え

る
。

問　

今
後
、
再
開
発
事
業
に
お
い
て
、

倫
理
的
な
部
分
も
含
め
た
コ
ン
プ
ラ

イ
ア
ン
ス
を
考
え
る
の
か
、
区
の
見

解
は
。

答　

上
位
計
画
に
基
づ
き
都
市
計
画

を
決
定
し
、
事
業
や
ま
ち
づ
く
り
を

大
き
な
視
点
で
進
め
て
い
く
こ
と
が

区
の
役
割
と
認
識
し
て
い
る
。

●
池
袋
本
町
四
丁
目
１
・
２
番
地
区

防
災
街
区
整
備
事
業
の
都
市
計
画
手

続
き
に
つ
い
て

問　

計
画
の
ま
と
ま
る
時
期
は
。

答　
７
年
度
末
頃
を
想
定
し
て
い
る
。

問　

建
物
全
体
の
工
期
は
。

答　
８
年
度
に
着
工
し
、
９
年
度
末

頃
の
完
成
を
想
定
し
て
い
る
。

子
ど
も
文
教
委
員
会

開
会
日　
７
月
１０
日（
水
）

案　
件　
議
案
４
件
・
陳
情
１
件

・
報
告
１２
件
等

●
と
し
ま
区
民
セ
ン
タ
ー
条
例 

（
一
部
改
正
）

問　

ど
の
よ
う
な
改
修
に
よ
り
、
一

階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
の
一
部
が

貸
出
し
利
用
可
能
に
な
っ
た
の
か
。

答　

地
下
一
階
の
扉
を
不
燃
性
に
替

え
、
ス
タ
ジ
オ
・
和
室
の
扉
の
ド
ア

ク
ロ
ー
ザ
ー
を
交
換
。
煙
が
室
外
に

流
れ
る
の
を
抑
え
る
効
果
が
あ
る
。

問　

エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
の
一
部

を
展
示
ギ
ャ
ラ
リ
ー
や
物
販
利
用
限

定
の
貸
出
エ
リ
ア
と
し
た
考
え
は
。

答　

賑
わ
い
の
創
出
が
第
一
目
的
。

利
用
者
の
声
な
ど
を
総
合
的
に
判
断

し
て
、
運
用
を
検
討
し
て
い
く

●
豊
島
区
立
体
育
施
設
の
指
定
管
理

者
の
指
定
に
つ
い
て

問　

１０
月
に
千
早
ス
ポ
ー
ツ
フ
ィ
ー

ル
ド
が
オ
ー
プ
ン
を
迎
え
る
と
い
う

こ
と
で
、
指
定
管
理
者
は
非
公
募
で

あ
る
が
募
集
期
間
を
１
か
月
強
設
け

て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。

答　

書
類
審
査
や
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ

ョ
ン
の
準
備
期
間
と
し
て
設
定
。

問　

審
査
委
員
会
の
構
成
は
。

答　

専
門
性
を
活
か
し
て
案
件
ご
と

に
審
査
員
を
割
り
振
る
。
様
々
な
分

野
を
多
角
的
に
見
ら
れ
る
形
で
審
査
。

問　

審
査
委
員
は
日
頃
施
設
を
利
用

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
区
民

の
平
等
・
公
平
な
利
用
の
確
保
に
つ

い
て
は
ど
こ
を
採
点
し
て
い
る
か
。

答　

例
え
ば
高
齢
者
や
障
が
い
者
な

ど
へ
の
配
慮
な
ど
、
施
設
の
平
等
・

公
正
な
利
用
の
確
保
を
事
業
者
の
提

案
の
な
か
に
求
め
て
い
る
。

●
と
し
ま
出
産
サ
ポ
ー
ト
ク
ー
ポ
ン

の
配
付
に
つ
い
て

問　

ク
ー
ポ
ン
配
付
時
に
利
用
す
る

子
育
て
エ
ー
ル
は
、
利
用
し
て
い
な

い
方
が
ど
の
程
度
い
る
か
。

答　

登
録
率
は
５
月
末
時
点
で
８４．５９
％
。

未
登
録
の
方
へ
は
勧
奨
通
知
を
発
送
。

問　

電
子
ク
ー
ポ
ン
が
利
用
で
き
な

い
人
は
ど
う
す
る
の
か
。

答　

オ
ン
ラ
イ
ン
の
使
用
が
で
き
な

い
場
合
を
想
定
し
て
事
業
者
へ
対
応

を
依
頼
し
て
い
る
。

●
こ
ど
も
つ
な
が
る
定
期
預
か
り
事

業
に
つ
い
て

問　

利
用
人
数
は
。

答　

上
半
期
は
１４０
人
。
今
後
、
未
就

園
児
の
数
を
見
据
え
な
が
ら
事
業
を

構
築
し
て
い
く
。

問　

今
年
度
よ
り
制
度
の
利
用
上
限

を
変
更
し
た
理
由
は
。

答　

昨
年
度
は
申
込
時
の
倍
率
が
２

倍
、
利
用
回
数
は
月
４
回
想
定
の
も

と
で
２
、
３
回
の
実
績
。
多
く
の
方

に
利
用
し
て
も
ら
う
た
め
の
変
更
。

常
任
委
員
会

＆
Ｑ

Ａ


